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鳥飼東小学校跡地活用官民連携導入可能性調査業務委託 

募集要項 

 

１.目的 

 本募集要項は、鳥飼東小学校跡地活用官民連携導入可能性調査業務委託に関して、業

者選定を価格のみによる競争に限定せず、実績や技術力、専門性、企画力等の確認を行う

ことで、プロポーザル方式の透明性・公平性を確保し、事務の適切かつ円滑な運用を図る

とともに、提案内容等から最も優れた業務提案を受けることを目的として行うための各

種手続き、募集に際する要件等について必要な事項を定める。 

 

２.業務概要 

（１）業務名 

  鳥飼東小学校跡地活用官民連携導入可能性調査業務委託 

（２）業務内容 

  鳥飼東小学校跡地活用官民連携導入可能性調査業務委託仕様書のとおり 

（３）業務期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（４）予算額（提案上限額） 

  本業務の提案上限額は、１７，５２６千円（消費税及び地方消費税を含む）とする 

 

３.実施方式 

 公募型プロポーザル方式 

 

４.参加資格 

 本募集に参加しようとする者は、以下に掲げる要件を全て満たす者とする。また、複数

者による共同提案は認めない。 

（１）基本要件 

①仕様書に基づく業務を行うことができること 

②摂津市に対して入札参加資格を有していること 

③摂津市から業務等に関する資格停止措置等を受けていないこと 

④地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当していない

こと 

⑤会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申立てをしていな

いこと 

⑥民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立てをしていな

いこと 

⑦破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続き開始の申立てをしていないこと 
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➇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第

2号に規定する暴力団及び同条第 6号に規定する暴力団員に該当しないこと 

（２）業務執行体制及び技術者に関する要件 

①業務体制 

業務執行にあたり、管理技術者１名、担当技術者２名以上を配置すること 

②技術者の資格要件 

管理技術者は、技術士法（昭和 58年法律第 25号）第 2条に規定する技術士（建設部

門：都市及び地方計画）の資格を有すること 

（３）業務実績に関する要件 

 事業者は以下に示す同種業務において、①、②いずれかの業務を過去 5 年以内に元請

けとして受注、完了した実績を１件以上有さなければならない。 

 同種業務：①学校施設※跡地活用検討業務 

※学校施設：小学校、中学校、その他教育施設等 

②官民連携導入可能性調査業務 

 

５.実施スケジュール 

 実施内容 期日・期間等 

1 
募集要項・仕様書等の配布 

（市ホームページにて掲載） 
令和 8年 4月 20日（月） 

2 参加表明書等の提出期限 令和 8年 5月 11日（月）午後 5時まで 

3 審査結果の通知 令和 8年 5月 14日（木） 

4 質疑の受付期間 
令和 8年 5月 14日（木）から 5月 20日

（水）午後 5時まで 

5 質疑回答日 令和 8年 5月 25日（月） 

6 提案書の提出期限 令和 8年 6月 2日（火）午後 5時まで 

7 
審査日（プレゼンテーショ

ン） 
令和 8年 6月 9日（火） 

8 審査結果の通知 令和 8年 6月 12日（金） 

9 契約締結予定日 令和 8年 6月 12日（金）以降 

 

６.実施手順 

（１）募集要項及び仕様書の配布 

 令和 8年 4月 20日（月）から令和 8年 6月 2日（火）まで、政策推進課ホームペー

ジにて掲載する。 
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（２）質疑の受付及び回答 

本募集要項に関する質疑に関しては、次に定める方法によるものとする。 

①提出期限 

令和 8年 5月 20日（水）午後 5時まで 

②提出物 

質疑書（様式 6） 

③提出方法 

摂津市 市長公室 政策推進課 鳥飼地区まちづくり担当宛に電子メールで提出するこ

と。（提出後は必ず電話で到着確認を行うこと） 

メールアドレス： torikai-machizukuri@city.settsu.osaka.jp 

④質疑に対する回答 

令和 8年 5月 25日（月）に政策推進課ホームページに掲載する。 

⑤その他 

・提出は指定する様式を使用すること。また、記載事項の漏れがないよう注意すること。 

・電話や FAXによる質問、提出期限を過ぎた質問は受け付けないものとする。 

（３）書類の提出に関すること 

①提出書類 

No 提出書類 内容 

1 参加表明書 様式 1（代表者印を押印すること） 

2 業務実績書 

様式 2-1（同種業務の実績を記載すること） 

様式２-2（本市との業務実績を記載すること） 

※様式 2-1 及び２-2 は事業者が過去 5 年以内

に元請けとして受注、完了した業務実績である

こと。 

3 業務実施体制に関する書類 
様式 3（配置予定技術者の氏名・所属・役職・担

当業務内容を記載すること） 

4 
管理技術者経歴書及び担当技

術者経歴書 

様式 4-1（配置予定の管理技術者の業務実績及

び経歴を記載すること） 

様式 4-2（配置予定の担当技術者について、主

な 1名の経歴を記載すること） 

5 実施スケジュール 任意様式 

6 ISO認証取得書類 任意様式 

7 見積書 
経費の内訳（項目、数量、単価）を明確に記載す

ること。 

8 提案書 提案書は任意様式により、A4・横書き、文字サ
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イズは 11ポイント以上（図、表、画像は除く）

とし、片面印刷 10ページ以内（表紙、目次は除

く）とする。 

②提案に求める内容 

Ⅰ.業務実施の方針 

鳥飼地域の現状や課題、鳥飼まちづくりグランドデザインを踏まえ、本業務の目的

や内容を具現化するための事業展開、事業手法に対する考え方を記載すること。 

Ⅱ.実施体制及び業務工程 

本業務を円滑に遂行するための実施体制を記載すること。業務の一部を外注する場

合は、組織体制図や役割分担等も記載すること。また、現実的かつ実行可能な業務工程

を作成すること。 

Ⅲ.市場調査の手法 

想定される調査手法や事業スキームの構築における課題を記載すること。また、本

業務の目的を具現化するため、想定されるヒアリング調査の内容について記載するこ

と。 

Ⅳ.公募要件の検討 

公募要件の検討において、官民の役割、事業方式の検討課題、評価の考え方など、要

件の検討手法について記載すること。 

Ⅴ.独自提案 

本業務を実施するにあたり、独自の提案を提示すること。 

③提出期限 

Ⅰ.提案書類 No.１から No.7 

令和８年 5月 11日（月）午後 5時まで 

Ⅱ.提案書類 No.8 

令和８年 6月 2日（火）午後 5時まで 

④提出方法 

持参または郵送（提出期限必着） 

⑤部数 

提出書類 No.１から No.7をまとめた正本は１部、提出書類 No.8のみ 8部（正本用の

1部を含む） 

⑥提出先 

摂津市 市長公室 政策推進課 鳥飼地区まちづくり担当（市役所新館 4階） 

⑦留意事項 

・正本提出にあたっては、各提出書類に見出しを付けるとともに、A4フラットファイル

等にまとめること。また、ファイル表紙には「鳥飼東小学校跡地活用官民連携導入可能性

調査業務提案に関する書類」と記載し、余白部に事業者名を記載すること。法人名称、商

品名、ロゴマーク等の記載は正本に限ること。 
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・提出書類 No.8の提出にあたっては、提案者が特定又は類推できる法人名称、商品名、

ロゴマーク等の記載（表現）を避けること。 

（４）提案書の審査及び評価に関すること 

①プレゼンテーションの実施日及び場所 

令和８年 6月 9日（火） 摂津市役所内会議室 

※実施時間及び場所等の詳細は別途参加申込者に通知する。 

②注意事項 

・プレゼンテーションは、1者あたりの所要時間を、提案内容説明 20分程度、質疑応答

15分程度とする。 

・提案内容の説明は、本業務を受託した際に配置予定の管理技術者が行うこととし、質

疑応答においてはこの限りでない。入室は５名以内とする。 

・法人名称、商品名、ロゴマーク等、提案者が特定又は類推できる記載（表現）は伏せた

うえで、プレゼンテーションを実施すること。 

・応募者が５者を超えた場合は、審査項目 No.1、2、3、4、11 について事前採点を行

い、上位 5者のみをプレゼンテーションの審査対象とする。 

・提案者が 1者となった場合であっても、プレゼンテーションは実施し審査を行う。 

・プレゼンテーションにパソコン等の機器を使用する場合、プロジェクター、スクリー

ン、接続端子等は本市で用意するが、パソコン及び周辺機器は提案者が持参すること。 

・プレゼンテーションは非公開で実施する。 

③受託候補者の選定 

 事業者の選定は、別に設置する「鳥飼東小学校跡地活用官民連携導入可能性調査業務

委託事業者選定委員会」において、提案書及びプレゼンテーションの内容を審査基準に

基づき審査する。 

④審査項目 

審査項目は、次表に掲げるとおりとし、100点満点とする。 

No 評価 審査項目 審査内容 配点 

1 

企業評価 

業務実績 
本業務と同種業務に関して、他の地方公共団

体で十分な業務実績を有しているか 
10 

2 地域精通度 
本市において業務実績を有しているか（業務

内容は問わない） 
5 

3 

マネジメント

システムの 

取組状況 

ISO認証（品質、環境、アセット、情報セキ

ュリティ）を取得しているか 
5 

4 業務体制 
本業務の遂行にあたって十分な実施体制が

確立されているか 
10 

5 提案評価 実施方針 市の方針、事業の趣旨、鳥飼地区の現状と課 5 
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題を理解した実施方針となっているか 

6 業務工程 
業務実施の手順や業務工程が適切なものと

なっているか 
5 

7 
市場調査の 

手法 

民間事業者の意向を的確に把握するための

具体的な調査手法の提案があるか 
10 

8 
公募要件の 

検討 

事業内容に関する提案やアイデア等の収集

や公募要件の検討に関する提案があるか 
10 

9 独自提案 
提案内容において、事業の推進に有効な独自

の提案があるか 
10 

10 
コミュニケー

ション力 

提案説明、業務に対する意欲や姿勢、質疑に

対する応答において十分なコミュニケーシ

ョン力を有しているか 

10 

11 価格評価 価格 見積価格は妥当な金額となっているか 20 

合計 100 

⑤審査・選定方法 

・採点は 100点満点とし、最低基準点は 65点とする。最低基準点に満たない参加者は

原則選定しないものとする。 

・提案書及びプレゼンテーション等を総合的に判断し、最も優れた提案と評価された者

を受託候補者とする。なお、参加者が 1者の場合であっても審査を行う。 

・採点の結果、同一点数が複数者となった場合は見積書の金額が最も低い参加者を上位

者として扱う。 

⑥審査結果の通知 

 審査結果は審査終了後、参加者全員に文書にて通知する。なお、審査の経緯や内容に関

しての質疑及び審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

⑦審査結果の公表 

 審査結果は、政策推進課ホームページにおいて公表する。公表内容は、以下のとおりと

する。 

Ⅰ.参加者申込者数 

Ⅱ.受託候補者の名称及び点数 

Ⅲ.受託候補者以外の参加者の点数（社名は ABC表記とする） 

 

７.契約に関する基本的事項 

・摂津市は受託候補者と本業務委託内容について協議を行い、仕様書を確定させたうえ

で契約締結に向けた交渉を行う。ただし、受託候補者が審査後、参加資格要件を満たすこ

とができなくなった場合等により、市と契約締結ができない場合は、次に得点が高い事

業者から順に契約交渉を行うものとする。 
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・契約内容及び仕様に関しては、提案内容に基づいて摂津市と詳細について協議を行う。

この際、契約内容・仕様についてはプロポーザル実施時の仕様や採択された提案から変

更が生じる場合がある。 

・契約については、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号に定める随意契約に

より契約締結を行う。 

・契約にあたっては、原則、契約保証金を納付する必要がある。ただし、契約による債務

の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約（公共工事の前払金保証事業

に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社との

保証契約を含む。）を締結し、その保証証券又は保証証書を市に寄託する形でもよい。 

・契約方法について、令和 8年度電子契約システムの導入に伴い、従来の紙契約に加え、

電子契約での契約締結も可能とする。 

 

８.提出書類の取扱い 

・提出された書類は返却しない。 

・市から指示がある場合を除いて、提出後の差し替えや記載内容の変更、追加資料の提

出は認めない。 

・提出された書類は情報公開請求の対象文書となる場合がある。ただし、摂津市情報公

開条例第 6条各号に該当する情報を除く。 

 

９.参加者の失格事項 

次に掲げるいずれかに該当した場合は、提案書類の全てを無効とし、本募集への参加

資格を失うものとする。 

（１）提案者が本募集要項に定める「参加資格」を満たすことができなくなった場合 

（２）提案書が提出期限までに提出されない場合 

（３）提出書類に記載すべき事項が記載されていない場合 

（４）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（５）審査の公平性に影響を及ぼす不正な行為等があった場合 

（６）その他、実施要領・募集要項等に違反すると認められた場合 

 

10.その他 

・提案書等の作成及び提出、本募集に係る一切の費用は提案者の負担とする。 

・提案書の審査の結果、最も優れた評価を受けた受託候補者となった者であっても、契

約手続きが完了するまでは、摂津市との間に当該業務実施に係る契約関係は生じない。 

・本業務は国庫補助金の活用を予定しており、国会における令和 8 年度予算成立後、補

助金の募集が開始されるため、補助金の募集前から手続きを行っている。ただし、補助金

が未交付となった場合は、本プロポーザル募集を中止又は延期する可能性がある。その

場合において、応募に際してかかった費用を市に請求することはできない。 
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・参加者の都合により、参加を辞退する場合は、令和 8年 6月 5日（金）までに辞退届

（様式 5）を提出すること。 

 

11.問合せ先（書類提出先担当部署） 

摂津市 市長公室 政策推進課 鳥飼地区まちづくり担当 

〒566-8555 摂津市三島一丁目 1番 1号 

TEL 06-6170-1655 

Mail torikai-machizukuri@city.settsu.osaka.jp 

 


